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暮らしの声から政治を変える。
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「物価高」から生活と仕事を支える。

「人口減少社会」から地域を豊かにする。

「教育」から未来をつくる。

長引く原油高の影響に加え急激な円安に伴う物価高で暮らしや仕事に大きなダメー
ジを受けています。今こそ、電気ガス水道料金の補助や時限的な年金減額の停止な
どに早急に取り組み、皆さまの暮らしと仕事を支えます。

担い手不足や公共交通の減便・廃止など、人口減少により生じる地域の課題は深刻
さを増しています。事業承継支援やデジタル活用による労働生産性の向上、伝統産
業への支援など地域独自の産業を育みます。

子どもに限らず一人ひとりの学びは社会を支える力になります。親の経済状況や周
囲の環境に捉われず学ぶことができる環境整備が急務です。給食費や授業料の無償
化など、誰もが安心して学べる仕組みを整えていきます。

ラジオの世界で20年
小野寺あきこプロフィール

onodera-akiko.com

とお書きください。
活動はSNSをご覧ください。

小野寺あきこ
福島選挙区は、

郡山市在住・喜多方市出身。ふ
くしまFM局アナ時代からフ
リー転身後も県内の情報発信に
つとめる。取材活動を通じて鍛
えた対話力から「伝わり、変わ
り、暮らしが豊かになる政治」
を目指す。

福島県福島市鎌田字熊ノ前16番地の2
　　　　　　　　　 電話 024（572）6117

外　　山　　彰　　子
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7月10日(日)は参議院議員通常選挙の
　　　　　　　　　　　　　投票日です。
投票日に投票できない方は、 

を利用しましょう。 

又は

期日前
投票制度

不在者
投票制度

期日前投票制度・不在者投票制度
■期　間／ 参議院議員通常選挙 6月23日（木）～7月9日（土）
■時　間／ ８：３０～２０：００ （※一部、異なる場合があります）

■場　所／ 期日前投票：各市町村選挙管理委員会が定める場所
不在者投票：滞在地（避難先）の市区町村選挙管理委員会

■手　続／ 期日前投票：期日前投票所に行って、直接投票箱に投票します
（ただし、宣誓書の記載が必要となります）。

不在者投票：以下の手続により投票してください。

・マスクの着用　・周りの方との距離の確保　・来場前と帰宅後の手洗い　・うがいの実施
なお、投票所では持参した筆記用具を使用することができます。

参 議 院 議 員 通 常 選 挙
投票日7月10日（日）

　投票日に投票できない方は、
　　　期日前投票制度又は不在者投票制度を利用しましょう！！
　　　避難されている方は、避難先の市区町村で不在者投票ができます。

1 投票用紙等を請求する 2 投票用紙等を受け取る 3 滞在地（避難先）の
市区町村で投票する

選挙に関する情報はこちらのサイトから

候補者・政党等の情報がご覧になれます。

投票所では、感染症対策を徹底しております。

投票は
18歳から
行えます

　期日前投票所によっては、投票できる期間や投票時間が異なる場合がありますので、各市町村
選挙管理委員会にお問い合わせください。福島県選挙管理委員会のホームページに県内市町村の
期日前投票所及び投票時間を掲載しております。

　「不在者投票請求書・宣誓書」
に必要事項を記入し、住民票のあ
る市町村の選挙管理委員会へ郵送
してください（メールやＦＡＸで
の請求はできません）。

※様式は、県選挙管理委員会ホーム
ページからもダウンロードできます。

住民票のある市町村の選挙管理
委員会から、郵送されてきた封
筒（投票用紙、投票用封筒（内
封筒と外封筒）、不在者投票証
明書）を受け取ってください。
【注意】不在者投票証明書の開
封や投票用紙への事前記入は絶
対にしないでください。投票が
できなくなります。

　受け取った封筒を持参して滞
在地（避難先）の市区町村選挙
管理委員会で投票してください。
　滞在地の市区町村から住民票
のある市町村に投票済の投票用
紙を送る必要があるため、余裕
を持って早めの投票をお願いし
ます。

投票所には消毒液を設
置します。

投票所スタッフはマス
クを着用します。

投票所内は定期的に換
気をします。

不特定多数の方が触れ
る箇所は、定期的に消
毒をします。

感染症対策への皆さんのご協力をお願いします。

また、新型コ ナウイル 感染症のため 自宅療養または宿泊療養をしている方は 療養 ている場所から郵便
に る投票を行 とが き
詳し は、県選挙管理委員会ま は住民票の 市 村 選挙管理委員会

ロ ス に 、 し

の町るあたく
よ うこ で ます。

期日前・不在者投票の詳細については、県選挙管理委員会（０２４－５２１－７０６２）
又は最寄りの各市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/62010a/

までお問い合わせください。


